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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 9日 (2004.12.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
カ ラ ー 画 像 を 撮 像 す る デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム で あ っ て 、 画 像 セ ン サ で あ っ て 、 第 １
の カ ラ ー に つ い て 第 １ の ス ケ ー ル 上 で 特 定 色 画 像 デ ー タ を 生 成 す る 第 １ の 受 光 感 度 を 有 す
る 第 １ の 画 素 群 と 、 第 １ の カ ラ ー に つ い て 第 ２ の ス ケ ー ル 上 で 特 定 色 画 像 デ ー タ を 生 成 す
る 第 ２ の 受 光 感 度 を 有 す る 第 ２ の 画 素 群 で 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 が 共 通 の ダ イ ナ ミ
ッ ク レ ン ジ を 有 し 、 そ の 受 光 感 度 に 前 記 第 １ の 画 素 群 の 受 光 感 度 が 重 複 す る 前 記 第 ２ の 画
素 群 と を 有 す る 前 記 画 像 セ ン サ と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 か ら 画 像 デ ー タ を 受 信 し 、
該 画 像 デ ー タ を 共 通 ス ケ ー ル 上 に 出 力 す る ス ケ ー リ ン グ ユ ニ ッ ト と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の
画 素 群 か ら 生 成 さ れ た ス ケ ー リ ン グ 済 み 特 定 色 画 像 デ ー タ を 用 い 、 前 記 第 １ の カ ラ ー の 強
度 値 を 決 定 す る モ ザ イ ク 解 除 ユ ニ ッ ト と 、 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 の 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン
ジ 外 に あ る 第 １ の カ ラ ー の モ ザ イ ク 解 除 強 度 値 に つ い て 、 該 第 １ の カ ラ ー の モ ザ イ ク 解 除
強 度 値 を 訂 正 す る 誤 り 訂 正 ユ ニ ッ ト と を 備 え る デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 誤 り 訂 正 ユ ニ ッ ト が 、 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 を 上 回 る モ ザ イ ク 解 除 強 度 値 を
増 大 さ せ る こ と に よ り 、 第 １ の カ ラ ー の モ ザ イ ク 解 除 強 度 値 を 訂 正 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の
デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 画 像 セ ン サ が 、 均 一 分 布 す る 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 を 有 す る 、 請 求 項 ２ 記 載 の デ ィ ジ
タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】



前 記 誤 り 訂 正 ユ ニ ッ ト が 、 前 記 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 を 上 回 る モ ザ イ ク 強 度 値 を
、 超 過 強 度 値 と 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 と の 間 の 差 分 の ２ 倍 だ け 増 大 さ せ る 、 請 求
項 ３ 記 載 の デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム  。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 画 像 セ ン サ の 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 は 、 ２ つ の 異 な る 感 度 に て 緑 色 画 像 デ ー タ を 撮 像
す る 、 請 求 項 １ 記 載 の デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 画 像 セ ン サ が さ ら に 、 第 ２ の カ ラ ー の 画 像 デ ー タ を 撮 像 す る 第 ３ の 画 素 群 と 、 第 ３ の
カ ラ ー の 画 像 デ ー タ を 撮 像 す る 第 ４ の 画 素 群 を 含 む 、 請 求 項 １ 記 載 の デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理
シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 画 像 セ ン サ の 第 １ 及 び 第 ２ の 画 像 群 が 緑 色 画 像 デ ー タ を 撮 像 し 、 第 ３ の 画 素 群 が 赤 色
画 像 デ ー タ を 撮 像 し 、 第 ４ の 画 素 群 が 青 色 画 像 デ ー タ を 撮 像 す る 、 請 求 項 ６ 記 載 の デ ィ ジ
タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
デ ィ ジ タ ル 画 像 処 理 シ ス テ ム を 用 い て カ ラ ー 画 像 を 撮 像 す る 方 法 で あ っ て 、 第 １ の 受 光 感
度 を 有 す る 第 １ の 画 素 群 を 用 い て 前 記 特 定 色 画 像 デ ー タ を 撮 像 す る ス テ ッ プ と 、 第 ２ の 受
光 感 度 を 有 す る 第 ２ の 画 素 群 を 用 い て 前 記 特 定 色 画 像 デ ー タ を 同 時 に 撮 像 す る ス テ ッ プ で
あ っ て 、 前 記 第 １ の 画 素 群 か ら の 特 定 色 画 像 デ ー タ と 前 記 第 ２ の 画 素 群 か ら の 特 定 色 画 像
デ ー タ が 第 １ の カ ラ ー に 関 す る も の で あ り 、 か つ ま た 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 受 光 感 度 が 共 通
ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ を 含 む 前 記 ス テ ッ プ と 、 前 記 第 １ の 画 素 群 か ら の 画 像 デ ー タ と 前 記 第
２ の 画 素 群 か ら の 画 像 デ ー タ を 共 通 ス ケ ー ル に 合 わ せ る ス テ ッ プ と 、 前 記 ス ケ ー リ ン グ し
た 特 定 色 画 像 デ ー タ を 用 い る 画 素 に つ い て 前 記 第 １ の カ ラ ー の 強 度 値 を 決 定 す る ス テ ッ プ
と 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の 画 素 群 の 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ 外 に あ る 決 定 済 み の 強 度 値 に つ
い て 、 該 決 定 済 み 強 度 値 を 訂 正 す る ス テ ッ プ と を 含 む 、 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 訂 正 ス テ ッ プ が 、 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 を 上 回 る 強 度 値 を 増 大 さ せ る ス テ ッ
プ を 含 む 、 請 求 項 ８ 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 訂 正 ス テ ッ プ が 、 共 通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 を 上 回 る 強 度 値 を 、 超 過 強 度 値 と 共
通 ダ イ ナ ミ ッ ク レ ン ジ の 上 端 と の 間 の 差 分 の ２ 倍 だ け 増 大 さ せ る ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項
８ 記 載 の 方 法 。
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